
  

  

第２回

協働のまちづくり推進に関する条例検討委員会

市民参画と協働のまちづくり

２０１9年１１月２０日

浜田市社会教育アドバイザー
島根県立大学客員研究員

長畑 実
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本日の主な内容

１．地域を取り巻く環境の変化

２．協働のまちづくりとは

３．まちづくり条例制定の動向
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１．地域を取り巻く環境の変化

２つの震災を契機とする時代の転換点
・１９９５年 阪神・淡路大震災
ボランティア元年
・２０１１年 東日本大震災
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①広がる格差・貧困

②雇用環境の悪化
雇用者の４割がパートや派遣等の非正規雇用

③年収２００万円以下の働く貧困層が１０８５万人、２４％

④生活保護世帯過去最多の１６４万世帯

⑤増加する貧困高齢者：65歳以上で年間120万円未満

の年金しか受け取れない高齢者の割合

深化する危機：貧困・格差の拡大

※２１２４万人：前年比２９万人増：総務省労働力調査２０１９年

※国税庁２０１８年民間給与実態統計調査１２年連続１０００万人超

⇒社会的排除の進行

※高齢世帯５３％

経済的貧困だけを指すのではなく､労働､住居､教育、
文化､医療、福祉などへのアクセスの排除､人間的社
会関係からの断絶､将来への可能性の喪失を含む
全過程を把握する概念。

※厚労省２０１８年

４６．３％
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資料：国土交通省

２０３０年には１３００万人減少
２０５０年には３３００万人減少
高齢化率：２０４０年 ３６．１％
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経済の縮減：世界GDPの主要国別シェア（OECD）

２０１１年 ２０３０年

OECD（経済協力開発機構）：ヨーロッパ諸国を中心に日・米を含め３４ヶ国
の先進国が加盟する国際機関 12



  

  

国民生活に関する世論調査：令和元年度内閣府
・日常生活での悩みや不安
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悩みや不安の内容

半数以上が
老後の生活設計
と健康に不安
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障害者基本法（昭和四十五年）
（目的）第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有
無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけが
えのない個人として尊重されるものであるとの理念に
のつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔
てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが
ら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社
会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定
め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにすると
ともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のため
の施策の基本となる事項を定めること等により、障害
者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合
的かつ計画的に推進することを目的とする。 17

社会教育・生涯学習の関連法令

日本国憲法

第二十六条 すべて国民は、法律の定める
ところにより、その能力に応じて、ひとしく教
育を受ける権利を有する。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。こ
の憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の
権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不
断の努力によつて、これを保持しなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸
福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

基本的人権としての社会教育
18



  

  

これからの公民館の役割

地域課題をはじめ多様な学びを基盤として絆
を強め、住民自ら地域の課題を発見し、解決
していく協働の地域づくりを推進することで、
支え合い、分かち合う地域社会、
誰もが幸福を実感できる持続可能な地域社
会を実現すること
（学習と実践の拠点機能⇒住民自治の確立）
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２．協働のまちづくりとは

協働 Coproduction
市民と行政等の主体が、互いの立場を
尊重し、対等の立場で、地域課題の解決
と持続可能な地域づくりの目標を共有し、
ともに力を合わせて活動すること

市が行う様々な行政活動に、市民、地域の
各主体（地縁組織、NPO、企業等）が参加し、
より良い地域をつくりあげていくこと
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参加と参画

広辞苑では
参加 ・なかまになること

・行事・会合などに加わること
参画 ・計画（の立案）に加わること

大辞林では
参加 ・会や団体など目的をもつ集

まりの一員になること
・行動をともにすること

参画 ・（政策や事業などの）計画の
加わること

参画「政策の
立案、実施、
評価、見直し
の各段階に参
加し、政策の
決定に加わる
こと」など、
まちづくり条
例で定義して
いる自治体も
ある 23



  

  



  

  

まちづくりのルールとしての条例の制定へ

全国で制定が進んでいます。
全国で３７７の市町村が制定

※２０１９年７月現在
（市町村数：１７２４）

・島根県における制定状況

平成18年 隠岐の島町 まちづくり基本条例
平成19年 邑南町 まちづくり基本条例
平成20年 雲南市 まちづくり基本条例
平成27年 飯南町 次世代につなぐまちづくり

基本条例
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まちづくり条例

２００１年：ニセコ町 まちづくり基本条例
２００２年：宝塚市 まちづくり基本条例
２００３年：杉並区 自治基本条例
２００４年：白鷹町 協働のまちづくり条例
２００７年：周南市 市民参画条例
２０１１年：江南市 市民自治によるまちづくり基本条例

分権時代：自治体は住民と行政の協働で創る
まちづくりの基本原則は、まず「情報共有」が
あって初めて「市民参画」があり、その先に
「協働」があるのではないか。
まちづくりの主体は市民。多様な条例の名称。
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まちづくり条例の制定状況１

議会基本条例の制定状況
８４５市町村
出所：自治体議会改革フォーラム

全国に１７２４の市町村（２０１９年１０月現在）

全国で３７７の市町村が制定

出所：「全国の自治基本条例一覧」
NPO法人公共政策研究所
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自治基本条例 ８９
市民参加条例 ４
協働条例 １３
まちづくり条例 １２
その他

条例の類型

※協働を条例名に入れている自治体は少ない
32



  

  

周南市市民参画条例 平成１８年
地方分権の時代を迎え、「地域のことは、地域で考え、
決定し、行動しよう」、「市民に身近なことは市民が参画
し、その責任において決め、解決しよう」、「自分たちの
地域社会は自分たちで治めよう」という自治意識の成
熟が求められるようになってきました。

（目的）
第１条 この条例は、市民が主体的に市政に参画する
ために必要な基本事項を定めることにより、協働による
まちづくりを推進し、豊かで輝きに満ちた地域社会を築
いていくことを目的とします。
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（定義）
第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意
義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。

⑶ 協働 市民と市の機関が、目標を共有した上で、対
等な立場に立ち、それぞれに果たすべき責任と役割
を自覚し、協力し合うことをいいます。

⑷ 市民参画 市の機関が行う施策に市民の意見、提
案等（以下「市民の意見等」といいます。）を反映させ
るため、その企画立案から実施、評価に至るまで、市
民が主体的に参画することをいいます。
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協働のまちづくり条例の制定状況２
平成３０年以降の制定状況
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協働のまちづくり条例

２００４年
白鷹町（山形県） 協働のまちづくり条例

協働をはじめて条例名に入れた自治体は

(目的)

第1条 この条例は、町民と町が協力して進める協
働のまちづくりに関する基本的な事項を定めること
により、住民自治の実現を図り、町民が幸せを実感
し、いきいきと生活できる住みよいまちをつくること
を目的とする。
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(基本理念)
第2条 まちづくりの主役は町民であり、町は、町民
主体のまちづくりを行うものとする。

2 町民と町は、情報の共有と町民の自発的な参画に
より、互いの果たすべき役割と責任を分担し、協力
してまちづくりを進めるものとする。

3 町民と町は、対等なパートナーとしてまちづくりに
取り組むものとする。
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次いで ２００５年
八戸市 青森県 協働のまちづくり基本条例

（目的）
第１条 この条例は、市民が主体となったまちづく
りを推進するため、その基本理念を明らかにする
とともに、協働のまちづくりについての基本原則そ
の他の必要な事項を定め、もって魅力ある個性豊
かな地域社会の実現を図ることを目的とする。

第２章 基本理念
第３条 まちづくりは、市民一人ひとりの幸福を目
指し、市、市民及び事業者の協働により行われる
ことを基本とする。
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（６）協働 それぞれが自己の果たすべき
役割と責任を自覚し、他者の存在意義と
特性を認めた上で、相互の信頼関係に
基づき自立した対等の立場で協力し合う
ことをいう。

（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲
げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
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最新の条例は
２０１９年７月 愛知県犬山市

協働のまちづくり基本条例

（ 目的）
第１ 条 この条例は、犬山市のまちづくりに関す
る基本原則を明らかにするとともに、その基本
的な事項を定めることにより、市民、議会、行政
が協働しながら、前文に掲げる理想のまちを実
現することを目的とします。
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（ 定義）
第３ 条 この条例において、次の各号に掲げる用
語の定義は、当該各号に定めるところによります。
( 1 ) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通
学する者、市内で事業又は活動を行う個人及び団
体をいいます。

( 5 ) まちづくり 明るく豊かな住みよいまちをつくる
ことを目的とする地域課題の解決、地域の価値
の創造その他の公益的な活動をいいます。
( 6 ) 協働 市民、議会及び行政が、目的を共有し、
それぞれの役割及び責務のもと、お互いの自主
性及び自立性を尊重し、補完し合いながら協力す
ることをいいます。 43

第４ 条 この条例の目的を達成するために、次に掲げ
ることをまちづくりの基本原則とします。
( 1 ) 情報共有の原則 市民、議会、行政は、まちづくり
に関する情報を互いに提供し、共有します。
（ 2） 市民参加の原則 議会、行政は、市民がまちづく
りに参加できるよう、その機会を多様に保障します。
( 3 ) 協働の原則 市民、議会、行政は、協働してまち
づくりを推進します。
( 4 ) 平等の原則 市民は、年齢、性別、民族、国籍な
どに関わりなく、まちづくりに平等に参加できます。
( 5 ) 信頼の原則 市民、議会、行政は、互いに尊重し
合い、常に信頼関係を築くための努力をします。
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協働のまちづくり条例の制定状況３

島根県内の制定状況

２００６年 隠岐の島町 まちづくり基本条例
２００７年 邑南町 まちづくり基本条例
２００８年 雲南市 まちづくり基本条例
２０１５年 飯南町 次世代につなぐまちづくり

基本条例

45

(目的)
第1条 この条例は、隠岐の島町のまちづくり
に関する基本的な事項を定めるとともに、まち
づくりにおける町民の権利と役割を明らかにし、
町民主体のまちづくりを推進することを目的と
します。

第2条 この条例において、用語の意義は、次のとおりです。

隠岐の島町 まちづくり基本条例

(3) 協働とは、町民と町が心と力を合わせ、それぞ
れに果たすべき責任と役割を認識し、共通の目標
を持ち、相互に協力することをいいます。

(用語の定義)
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邑南町 まちづくり基本条例

(目的)
第1条 この条例は、邑南町のまちづくりの基本
理念を明らかにするとともに町民参加の権利と
責任、町民と町の役割や責務を明確にすること
よって、相互理解のもと、協働でまちづくりが進
められていくことを目的とする。

(用語の定義)
(5) 参加 まちづくりに関する各種事業の計画、実
施及び評価に関し、意見を述べるなど町民自らが
主体的にかかわることをいう。
(6) 協働 町民と町が同一の目的を達成するため、
互いの責任のもと共に協力して活動することをいう。 47

雲南市 まちづくり基本条例

(目的)
1条 この条例は、雲南市におけるまちづくりの基本
理念を明らかにするとともに、その基本となる事項を
定め、協働のまちづくりをすすめることを目的とします。

(最高規範)
第2条 市民、議会及び行政は、まちづくりの推進に
あたり、この条例に定める事項を最大限に尊重する
よう努めます。
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(定義)

第3条 この条例において用語の定義は、次のと
おりとします。

(1) 協働 市民、議会及び行政が対等な立場に
立って、お互いの意見を尊重し、学習を通じて一
人ひとりが意識を高め合い、役割と責任を担い
合いながら共通の目標に向かって取り組むこと。
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飯南町 次世代につなぐまちづくり基本条例

(目的)
第1条 この条例は、飯南町におけるまちづくりの基
本的な原則と各主体の役割を定めることにより、町
民及び町が、ともに考え、行動し、みんなが誇れる
よりよいまちをつくることを目的とします。

(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の意義は、次のとおり
です。
(1) まちづくりとは、まちをよりよくする取組をいいます。

※協働の記載はない
50

(最高規範)
第3条 この条例は、飯南町のまちづくりの最高規範
であり、町民及び町は、この条例を最大限に尊重しま
す。
(まちづくりの基本原則)
第4条 町民及び町は、まちづくりを進めるに当たって
次の基本原則を大事にします。
(1) まちづくりの主役は、町民です。
(2) 町政は、町民の信託に基づきます。
(3) 町民一人一人の考えは、尊重されます。
(4) 郷土を大切にします。
(5) お互い様の精神で、声を掛け合い、見守り合い、

助け合います。
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市民とともにつくる
島根一の協働のまちづくり推進条例
をめざして

ご清聴ありがとうございました。

合併から１４年、浜田市行政と市民が一丸と
なって、安全・安心、元気な地域づくりを推進
し、市民の総幸福を実現しましょう。

52


